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学術論文情報を用いた法令・制度の影響評価分析 
〜電力分野のケース〜 

 

西牧聖矩†1	 大知正直†1	 浅谷公威†1	 森純一郎†1	 坂田一郎†1 
 

概要：技術の評価の決定に関与する要素は，技術，市場，法制度と言われている．その中でも法制度は非常に大きな

影響力を持つが影響力はそれぞれで大きくことなる．影響力は法律の形式的な情報だけでは評価できないため，本論
文では法制度が関与していると考えられる分野の研究論文の書誌情報を用いて，法制度の影響評価方法を提案した．

その結果，法令，政令，省令が同時に改正される場合，広範囲の学術論文に対して大きな影響を与えることが分かっ

た． 
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1. 背景および目的   

	 本論文では法令や政府制度が社会に与えるインパクトを

法令と学術研究の関連性の分析により検証する．法令は，

企業・大学などの研究に影響を与えることが知られており，

重要視されている．例えば韓国おけるデジタルマルチメデ

ィア放送では法令が正の影響をあたえて技術開発のトレン

ドを後押しした[1]が，原子力発電の分野では法令が研究技

術開発に歯止めをかけているという分析もある[2]． 

	 特に近年では，AI 領域の手法の発達により，自動運転や

ロボット技術などの先端技術は過去の想定を上回る速さで

開発されている．その基盤技術であるディープラーニング

をはじめとした人工知能関連技術は高い頻度で手法が提案

され，数年のうちに想定される応用先や実現の可能性が大

きく変化している．産業界はこのような新しい技術に対し

て早期に反応し投資・技術開発を行っている ．日本企業が

関わる例をあげると，AI を用いた自動運転分野はトヨタ

とベンツが共同出資をして 5年間に 10 億ドルもの投資を

アメリカシリコンバレーで開始した[3]．このように，迅速

な新しい技術の発展はその応用可能性を想定以上の速度で

すすめるとともに，産業界からの多額の投資を生んでいる． 

	 このような，技術の可能性が急速に広がる状況のもとで

は，その可能性の恩恵を享受しつつ利用者の安全を確保す

る仕組みの作成が必要である．例えば，自動運転であれば，

自動運転技術の安全性の保証の担保の方法や事故の際の責

任の所在などを仕組みとして作成する必要がある[4]．この

ような仕組みは法令として整備される．産業界の各企業の

技術開発や商品はその法令の制約を大きく受けるため，産

業技術の振興には安全を確保するという条件下で競争力の

ある技術開発や商品を後押しする法令が必要である．さら

に，AI領域をはじめとした技術の刷新が早い業界では，最

新の技術トレンドを反映した迅速な法令の整備が必要とさ

れている．特に AI領域はアメリカ・イスラエル・イギリス
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などをはじめとした各国で技術開発が行われており国際的

な競争力の維持のために特に迅速な法令の整備が必要であ

る[5]．また，AI のみならず，Crisper-cas9 を初めとしたバ

イオ技術なども急速な発展があり，このような領域でも同

様に技術開発に正のインパクトがあり迅速な法令の整備が

必要である． 

	 以上より，技術開発の国際的な競争力の維持のためには，

1．社会的に価値のある技術開発の進展に正のインパクトの

ある法令を発行すること，2． 最新の技術トレンドを反映

した迅速な法令の整備が必要となる．本研究ではこのよう

な方針の法令の発行が行えてきたかを過去に遡って検証し

ていく． 

	 先行研究において，技術開発への各法令の影響の定量的

で大規模な検証は行われていない．たとえば，法令の技術

開発へのインパクトの検証方法はケーススタディが一般的

であった しかしながら，法令の有効性に関する定量的もし

くは網羅的な研究はない．また，2．法令が産業界のニーズ

を反映しているかに関しては，Shin， D． H．らが韓国に

おいてダイレクトマルチメディアブロードバンドが発達し

た原因が韓国政府の法規制によるものとの結果を得ている

が[1]，定量的な評価は行われていない． 

	 本研究では，学術論文のデータを用いて法令の影響力を

検証する．一般企業の業績や市場における製品の販売の増

減よりも，学術論文(=先端技術研究) は法令・制度への感

度が高く，先見性がある．これはイノベーションのリニア

モデルを前提とすると，市場に出る製品の根本は技術研究

であり，法令・制度に対して感度が高くなければ市場に製

品を販売することが難しいからである．例えば太陽光発電

に関する事例を考える．世界的にみると，太陽光発電に対

する強力な導入支援策は，2001 年のドイツの再生可能エネ

ルギー法制度(EEG)，2007 年のスペインの勅令 661/2007，

2012 年施行の日本の再生可能エネルギー特別措置法等と

して講じられてきたが，現在まだ本格的な市場化には至っ
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ていない次世代の太陽光(色素増感，有機太陽電池)に関す

る学術研究は，2000 年代に大きく増加しており[6][7]，制

度が形作る世界のイノベーション環境に対する学術コミュ

ニティの感度が高いことを示している． 

	 学術論文全体の集合を分析することにより，問題意識(=

産業界のニーズ)と技術開発の結果(=技術開発トレンド)に

関する知見が得られる．この学術論文のデータを時系列に

分析したものと法令・制度の制定・改正のタイミングと内

容を比較することにより，各法令の技術開発へのインパク

トならびに各法令が産業界のニーズに迅速に反応している

かに関して検証することが可能である． 

	 本研究では，WoS のデータをつかって，計量書誌学の手

法を応用し独自の指標を設定することで法令がどのように

影響を及ぼしているかを論文発行数の面から分析する手法

を提案した．電力分野を対象に分析を行い，結果として，

法令・制度の影響度を学術論文の出版数によってある程度

測定できることが分かった． 

2. 目的 

	 以上をまとめると本研究の目的は以下のようになる．本

研究の目的は，学術論文のデータを用いて産業界の各法令

の有効性の測定手法を提案し検証することである．特に，

1．技術開発の発展に正のインパクトのある法令を発行，2．

最新の技術トレンドを反映した迅速な法令の整備といった

観点から分析を実施する． 

3. 提案手法 

3.1 提案手法の概要 
	 本研究では学術俯瞰の手法によって法令・規制の影響力

を分析する．最初に論文データを Web of Science から取得

する．次に取得したデータを用いて引用ネットワーク分析

を行い，論文群のクラスタリングを行う．次に評価したい

法令改正と内容的に関連性があると考えられるクラスタを

特定する．その後，影響力を評価する指標として独自に設

定した B．Impact と F．Impact を算出し，影響力を評価す

る． 算出する指標については後に詳述する． 

	 本論文では法令・制度と学術論文の間の内容的関連性を

細かく理解するために，学術論文データをクラスタリング

し，各々のクラスタの内容を法令・制度の内容と照らし合

わせて関連するか否かを決める．このクラスタリングの際

には，梶川らが開発した学術俯瞰システムを用いる[8]．学

術俯瞰システムは学術論文の引用データをもとにネットワ

ークを形成し，可視化を行う論文は学術研究の成果の形で

あり，学会における研究成果は全て論文の形で世界に発信

される．それゆえ世界各国の技術の進歩の評価の一つとし

て国で出版された論文数を指標とする評価がある．ここで

製品開発プロセスを考える．このモデルは大きく二つ，リ

ニアモデルと連鎖モデルがある．リニアモデルは，「研究」

→「開発」→「設計」→「製造」→「販売」のプロセスを

経て新製品の創出が起こるというものである．このモデル

において学術的な「研究」段階から社会へ製品を提供する

「販売」段階までは短くない時間がかかると考えられる． 

	 ここで，社会に新たな法令・制度が発表されたと仮定す

る．この法令・制度が大きな影響力を有するものだった場

合，最も影響を受けるプロセスは「研究」段階である．し

たがって， 学術論文出版数を指標にすることは妥当性があ

ると考えられる． 

3.2 法令・制度の影響の前方性と後方性について 
	 法令・制度の施行年度と，学術論文出版数が変化する期

間について考えていく．まず法令・制度の施行までの流れ

を示す．法令・制度の施行は，「法律案の原案作成」「内閣

法制局における審査」「国提出のための閣議決定」「国会に

おける審議」「法律の成立」「法律の公布」「法律の施行」の

プロセスを踏む(内閣法制局参照)．ここで施行された法令・

制度が論文数に対して与える影響は 2つあると考えられる． 

一つは法令・制度の施行によって，施行以降の論文出版数

が変化を受ける前方性の影響だ．科学技術に関する法令・

制度が施行されると，その時点で社会の制度が変わりそれ

に伴い学者の関心は変化するため，学者の研究成果である

論文の出版数は変化する． そしてもう一つが法令・制度が

施される前に論文出版数に影響を与える後方性の影響だ． 

上で述べた法令・制度の施行までのプロセスは政府が秘密

裏に行うものではなく，各プロセスはマスコミなどによっ

て情報が報道される．また「法律案の原案作成」段階など

において法令に関係する専門家などから意見を聞く諮問会

なども開催されるため，関係者は施行前に法令・制度につ

いて知ることができる．特に科学技術に関する法令・制度

の場合は大学や企業からその技術の専門家を召喚し意見交

換をするため，論文を書く学者は法令・制度について施行

前に知ることができる．故に法令・制度は施行前であって

もその法令に関連するステークホルダーに影響を与えると

考えられる．そこで本論文では，法令・制度が施行される

前に論文数に与える影響を，後方性の影響と定義し，上記

の 2つの影響を以降考えていく．次に法令・制度の前後方

性の影響がどれだけの期間の論文の出版数に影響を与える

かについて考える． 

3.2.1 前方性の影響について 

	 前方性の影響は，前述の通り法令・制度の影響によって

社会に変化が起こりそれに伴う形で学者の興味の対象が変

化する影響である．改正を含めると一つの法令・制度が数

年のうちに変化をしていく．期間を長く取るとある法令・

制度の影響と，他の法令・制度の影響が混じり合うため影

響度の評価に適さない．これら 2つを考慮し，本論文では

前方性の影響評価に際しては施行年度より 3 年後までを

施行された法令・制度の影響とした．ゆえに前方性の影響

の評価については以下の式で与えられる増加率を用いるこ
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ととする． 

𝐹. 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡) =
𝑃),-
𝑃)

− 1 

ただし，𝐹. 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡)は時点 t年に施行された法令・制度の前

方性の影響度を表し，𝑃)は時点 t 年における論文出版数を

表す． 

 

3.2.2 後方性の影響について 

後方性の影響は，法令の施行プロセスにおける情報から来

る影響である．その影響が現れる期間として 3年と定義し

た．後方性の影響の評価については以下の式で与えられる

増加率を用いることとする．  

𝐵. 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡) =
𝑃)
𝑃)1-

− 1 = 𝐹. 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡)1- 

ただし，𝐵. 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡)は時点 t年に施行された法令・制度の後

方性の影響度を表す． 

	 以上のことから本論文では，F.Impactと B.Impactの二つ

の指標を基に議論を進めていく． 

 

4. データ 

4.1 法令のデータ 
	 本論文において実験の対象となる法令・制度の情報は必

要な条件は，ある技術分野に関する法令・制度全てを十分

に網羅できていることである．ある技術分野の法令・制度

の網羅性は，それらの影響力を考える上で必要である． そ

こで本論文では，分野を電力と定め，経済産業省エネルギ

ー庁のホームページを参考にして電力分野の関連法案を洗

い出し，さらにそれらの法令・制度の改正履歴も全て洗い

出すことで，網羅性を担保した． 

4.2 論文のデータ 
本論文において論文データの取得はトムソンロイター社の 

Web of Science に関連するクエリを入力することによって

行った． 

5. 実験 

	 F.Impact と B.Impact の指標を用いて法令・制度を分類

した．この際，法令・政令・省令はある目的を達成するた

めに組み合わせて改正・制定され，なおかつ同じ年に行わ

れた改正で内容に関連性のある法令・政令・省令はある目

的を達成するための法令であると仮定し，同一年度の関連

性のある法令・政令・省令は一まとめにして評価するもの

とする． 

5.1 風力・火力・バイオマス発電に関する論文と法令 

 

 

 
	 以下，風力発電，バイオマス発電，火力発電の影響につ

いて順に論じていく． 

	 風力発電，バイオマス発電において F.Impact > B.Impact > 

0となっており，両者ともに成長傾向の影響を受けている．

火力発電に至っては F.Impact > 0，B.Impact < 0となってお

り，この改正が大きな成長要因となっている可能性がある． 

	 バイオマス発電のクラスタごとの Impact を見ていく．

「2011年のバイオマス発電の各クラスタの Impact」に数値

を示した．この改正と関係が深いと考えられるのはクラス

タ 2 である．バイオマス発電における木質燃料の効率的な

ガス化によって環境に与える影響が下がるからだ．この研

究は，改正前は減少傾向にあったが，改正後急激に研究さ

れるようになっている． 

 
	 最後に火力発電のクラスタごとの Impact を見ていく．

「2011年の火力発電の各クラスタの Impact」に数値を示し

た．火力発電においてこの改正>と最も関わりがあるもの

はクラスタ 1 である．クラスタ 1 は火力発電所における

排熱を有効活用するための技術研究であり，排熱の有効活

用は最後にこの改正についてまとめる．風力発電，バイオ

マス発電，火力発電に対して，この改正は研究を促進する

正の影響を持つことがわかる． 
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	 ここで風力発電は B.Impact が強いことに対して，バイ

オマス発電，火力発電は F.Impact が強いことについて議

論をする．この差異については風力発電が改正とは関係な

く注目され研究がなされていたのに対し，バイオマス発電，

火力発電に関する研究は注目されていなかったことが原因

と考えられる．当時の前者はエマージングな技術と認識さ

れており，風力発電を研究する学者は多かったと考えられ

る． 研究している学者が多いということは，この法改正に

対して反応を示す人間が多いということである． ゆえに法

改正の情報に敏感に反応し，その結果 B.Impact が大きくな

ったと考えられる． 

	 対してバイオマス発電はこの頃から注目が集まってきて

はいたものの，風力発電よりも注目度は低く研究者の数も

少>なかったため，改正後に影響が出て F.Impact に影響を

与えたと考えられる．火力発電に関しては，そもそも十分

研究がなされていた分野であり研究者が少なかったと考え

られ，改正の影響が発現したのがこの改正が施行された後

だったと考えられる．このようにある法令・規制の影響が

様々な技術に対して全て正の影響だった場合，F.Impact と 

B.Impact のどちらが主な影響となるかはその分野の法令・

規制に対する感度で決定され，その感度はその分野を研究

している研究者の数に依存していると考えられる． 

 

6. まとめ 

	 本論文では指標 F．Impact と B．Impact の二つを用いて

法令である電気事業法の改正を基軸としたポリシーミック

スの影響評価と，法令の改正を伴わない政・省令の改正の

影響評価を行った．本論文で結論を得たことは次の 3つで

ある． 

1．法令，政令，省令が同時に改正される場合，広範囲の学

術論文に対して大きな影響を与える．  

2．対して法令改正を伴わない政令，省令の改正の場合，改

正内容が直接的に関係している論文にのみ影響を与える．

この時の影響の大きさは，法令，政令，省令が同時に改正

された場合と比較しても変わりがない．  

3． 法令，政令，省令の改正によってある分野の学術論文

に影響がある場合，影響の出方として，多くの研究者がす

でにその分野として研究をしている場合は実際に改正がな

される前に影響が出る．対してその分野の研究が改正時に

多くなされていない場合は，改正後に影響が現れる． 

	 本研究では電気事業法を中心とした法令・制度にのみ言

及したが，今後の展望としては以下のことがある．  

1．この指標を用いて他の分野へも応用し指標の価値を確認

する．  

2．本研究では日本の法令・制度についてのみ言及したが，

諸外国についての法令・制度についても有効性があるか確

認する． 

3．法令，政令，省令の内容と学術論文の内容の関係性の判

定を本研究では主観的に行ったため，結果にバイアスが存

在する．これを解消するために，機械学習を用いて内容の

関係性を判定できるように改良する． 
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